
令和７年第７回富山県教育委員会議事日程 

 

６月30日（月）午前10時 

県庁４階大会議室 

１ 会議録の承認について 

  令和７年５月30日開催の令和７年第６回富山県教育委員会会議録の承認について 

 

２ 協議事項 

(1) 令和８年度学級編制方針（案）について  

① 教育みらい室県立高校改革推進課長から説明した。 

② 陳情書により陳情者から陳述がなされた 

陳情（県立高校の募集生徒数・学級編制に関する陳情） 

  

３ 報告事項 

(1) 臨時代理について（令和７年６月富山県議会定例会に付議する事案に対する意見に

関する件）    

教育企画課長から説明した。                

(2) 臨時代理について（令和７年６月富山県議会定例会に付議する事案に対する意見に

関する件）  

教育企画課長から説明した。                  

(3) 夜間中学説明会・個別相談会の報告について 

教育みらい室課長（夜間中学設置準備担当）から説明した。 

(4) 令和８年度富山県公立学校教員採用選考検査志願状況について    

教職員課長から説明した。   

 

４ 今後の教育委員会等の日程について 

 

５ 議決事項 

議案第14号 令和８年度使用義務教育諸学校用教科用図書の採択に係る諮問事項の件 

教育みらい室小中学校課長から説明し、原案のとおり可決した。 

議案第15号 富山県いじめ防止対策推進委員会委員任命の件 

教育みらい室課長（児童生徒支援担当）から説明し、原案のとおり可決した。 

※地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14条７項により、議案第 14号および議案

第 15号は非公開となりました。 



令和７年６月３０日 

県立高校改革推進課 
 

令和８年度学級編制方針（案） 
 

１．これまでの考え方 
以下の観点から総合的に判断して決定する。 

（１）学級定員は、40人を標準とする。 

（２）中学校卒業予定者数に対する募集定員の割合は、70.8％程度(R5～R7の場合)とする。 

 （３）普通科系割合（総合学科を除く）は、66％程度を目安とする。 

 （（））地域別の中学校卒業予定者数の動向や各学校の入学志願者の推移、これまでの学級増減の経

緯などを踏まえる。 

 
２．考慮すべき状況の変化 
 （１）公私比率の廃止 

社会の変化や生徒の多様なニーズを踏まえ、公立・私立ともに、より柔軟な発想で創意工夫 

を凝らし、富山県の高校教育の魅力を一層高めていくため、令和８年度以降、公私比率は設定 

せず、各設置者が適正な定員管理を行うこととなった。 

 （２）県立高校志願倍率の低下とばらつき 

    私立高校授業料の実質無償化などを背景に、全日制県立高校志願倍率が低下してきているが、 

学校・学科毎には倍率にばらつきが見られる。 

 （３）今後の県立高校（全日制）の方向性の決定 

    （ 新時代とやまハイスクール構想」基本方針において、現在の全ての県立高校（全日制）を 

再構築し、新しい学校を開設していく方向性となった。 

 （４）中学校卒業予定者数の大幅な減少 

    令和８年３月の中学校卒業予定者数が前年度よりも約400人減少する見込みである。 

 

 

 

 

３．新しい考え方 

上記の状況の変化を踏まえ、今後は県立高校における「適正な定員管理」を行うため、以下の考え

方で学級編制を検討する。 

（１）令和６年度及び７年度の学級編制で募集定員の減で対応した学科も含め、学級定員は、40人 

を標準とする。 

（２）普通科系学科と職業系専門学科の割合は、これまでの状況に配慮する。 

（３）生徒のニーズや学びの場の確保の観点等から、各県立高校の学科毎に学級数・募集定員を 

設定する。 

① 「近年の中学校別志願状況」を基に、「各中学校の卒業予定者数」から各県立高校の学科 

毎に志願者数を推計し、学級数・募集定員を設定する。（別紙のとおり） 

② ①を原則としつつ、県立高校が担うべき「「学びの場の確保」の観点から、職業系専門学科 

については、必要に応じて少人数学級とすることにより学級数を維持する。 

③ 激変緩和の観点から、１学級を超える学級減は行わない。 

令和６年３月 令和７年３月 令和８年３月

中学校卒業予定者数（全県） 8,625 8,509 8,107
中学校卒業予定者数の前年度比 ▲（127 ▲（116 ▲「402
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別 紙

【ステップ１】各中学校からの志願者数の整理（過去４年間の合計）

Ａ中学校 Ｂ中学校 Ｃ中学校 ・・・

α高校(普通) 32 48 71 ・・・

α高校(工業) 72 12 48 ・・・

β高校(商業) 56 84 24 ・・・

γ高校(農業) 16 24 12 ・・・

… … … …

各中学校の卒業者数 320 600 480

【ステップ２】各中学校からの志願者割合の算出（過去４年平均）

Ａ中学校 Ｂ中学校 Ｃ中学校 ・・・

α高校(普通) 0.1 0.08 0.15 ・・・

α高校(工業) 0.225 0.02 0.1 ・・・

β高校(商業) 0.175 0.14 0.05 ・・・

γ高校(農業) 0.05 0.04 0.025 ・・・

… … … …

合計※ 1.00 1.00 1.00

※県立高校（全日制）を志願しない生徒を含む

【ステップ３】R8志願者推計値の算出

Ａ中学校 Ｂ中学校 Ｃ中学校 ・・・ 志願者推計値の合計

α高校(普通) 7.0 10.8 16.3 ・・・ 113

α高校(工業) 15.8 2.7 11.0 ・・・ 184

β高校(商業) 12.3 18.9 5.5 ・・・ 168

γ高校(農業) 3.5 5.4 2.8 ・・・ 32

… … … … …

各中学校のR8.3月卒業予定者数 70 135 110

【ステップ４】R8学級数推計値の算出

学級定員 R8志願者推計値 学級数推計値(案)

α高校(普通) 40 113 3

α高校(工業) 40 184 5

β高校(商業) 40 168 4

γ高校(農業) 30 32 1

… … … …

30

…

県立高校の学科毎の募集定員設定方法について

募集定員(案)

120

200

160

32人÷320人＝0.10

α高校(普通科)のＡ中学校からの志願者割合（過去４年平均）

70人×0.10＝7.0

α高校(普通科)のＡ中学校からのR8志願者推計値

113÷40＝2.8 → 3

α高校(普通科)の学級数推計値
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臨時代理について（報告） 

 

下記のとおり臨時代理したので、教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和34

年富山県教育委員会規則第６号）第４条第２項の規定により報告します。 

 

 

令和７年６月30日 提  出 

 

 富山県教育委員会 

教 育 長  廣 島 伸 一  

 

記 

 

 

   令和７年６月富山県議会定例会に付議する事案に対する意見に関する件 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第29条の規定

により知事から意見聴取のあった令和７年６月富山県議会定例会に付議する事案に

ついては、同意するものとする。 
 
以上、教育長に対する事務委任等に関する規則第３条の規定により臨時代理する。 
 

令和７年６月６日 

 
                      富山県教育委員会 

                       教 育 長    廣 島 伸 一 

-3-



-4-



１　一　般　会　計

単位：千円

既定予算額 補正予算額 計 構 成 比

事業費 5,949,444 0 5,949,444

教 育 総 務 費 給与費 1,150,622 0 1,150,622 7.8%

計 7,100,066 0 7,100,066

事業費 225,297 0 225,297

小 学 校 費 給与費 29,583,744 0 29,583,744 32.6%

計 29,809,041 0 29,809,041

事業費 193,292 0 193,292

中 学 校 費 給与費 17,272,257 0 17,272,257 19.1%

計 17,465,549 0 17,465,549

事業費 6,341,413 510,300 6,851,713

高 等 学 校 費 給与費 17,842,113 0 17,842,113 27.0%

計 24,183,526 510,300 24,693,826

事業費 2,015,709 0 2,015,709

給与費 8,589,363 0 8,589,363 11.6%

計 10,605,072 0 10,605,072

事業費 662,748 0 662,748

社 会 教 育 費 給与費 567,218 0 567,218 1.3%

計 1,229,966 0 1,229,966

事業費 451,727 0 451,727

保 健 体 育 費 給与費 140,595 0 140,595 0.6%

計 592,322 0 592,322

事業費 15,839,630 510,300 16,349,930

合 計 給与費 75,145,912 0 75,145,912 100.0%

計 90,985,542 510,300 91,495,842

0.0%

令和７年度６月補正予算（案）総括表

教育委員会

区　　　分
既定予算に対する伸び率

（事業費ベース）

0.0%

0.0%

0.0%

8.0%

特 別 支 援
学 校 費 0.0%

0.0%

3.2%
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１　一般会計
（単位：千円）

教育み
らい室

501,000 501,000

所得制限により高校生等就学支援金
の対象外となった高校生を対象に、
国の新制度である高校生等臨時支援
金を活用し、授業料相当分を支援
学び直し支援金が所得要件撤廃に
なったことによる対象者の拡大

教育み
らい室

9,300 3,100 6,200

奨学のための給付金（国1/3、県
2/3）の非課税世帯全日制等第１子
単価が増額され、授業料以外の教育
費負担を支援

510,300 504,100 6,200事業費計

公立高等学校奨学のた
めの給付金事業

高校生等臨時支援事業

令和７年度６月補正予算（案）　一覧表

室課名 事　　業　　名
提　案
見込額

財源内訳
備              考

国支出金 その他 一般財源
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富山県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例案要綱 

地方創生局デジタル化推進室情報システム課 

項目 説明 

１ 改正の趣旨、

必要性等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 条例案の内

容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成25年法律第27号。以下「法」という。）第９

条第２項及び第19条第11号の規定に基づき、県独自に個人番号を

利用する事務について追加規定するもの 

（独自利用事務については、令和８年２月からの情報連携の開始

に間に合わせるためには、各自治体の６月議会までに条例制定

する必要がある。） 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律第９条第１項に規定する準法定事務及び準法定事

務処理者を定める命令（令和６年デジタル庁・総務省令第８号）

（以下「命令」という。）において県が定めた独自利用事務の一

部についても個人番号の利用が可能となったため、所要の改正を

行うもの 

 

第１ 改正の内容 

 １ 独自利用事務の追加（別表第１関係） 

   法第９条第２項の規定に基づき、県独自に個人番号を利用

する事務について追加するもの（別紙のとおり） 

 ２ 独自利用事務の庁内連携（別表第２関係） 

   １の事務の追加に伴い、独自利用事務の処理のため、同一

機関内(知事部局内、教育委員会内)で保有する特定個人情報

の利用を可能とするもの 

 ３ 団体内他機関との連携（機関間連携）を行う事務及び連携

する特定個人情報の追加（別表第３関係） 

   １の事務の追加に伴い、法第19条第11号の規定に基づき、

同一地方公共団体（県）内の他機関（知事部局⇔教育委員 

会）への特定個人情報の提供を可能とする事務等を追加する

もの（情報提供ネットワークシステムを利用できない場合 

（独自利用事務に係る特定個人情報の提供等）に限る。） 

 ４ 命令の制定に伴い、条例に規定していた独自利用事務の

一部が準法定事務として命令に規定され、命令と条例とで

重複する規定が生じたため、条例から重複する規定を削る

もの（第３条、別表第１、別表第２及び別表第３関係） 

 

第２ 施行期日 

   公布の日 
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３ 他の条例等

との関連 

 

 

 

 

 

 

４ 審議、調整、

予算化等の状

況 

 

 

 富山県住民基本台帳法施行条例（平成14年富山県条例第38

号）について、本条例の改正に伴い号ずれの規定整備を行う

（附則第２項関係）。 

 富山県行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例施行規則（平成28年富山県規則第41号）の

一部改正（別途起案） 

 

 独自利用事務の追加について教育企画課と協議済み 

 命令の制定に伴う改正について、学術振興課、厚生企画課、

健康対策室及び県立高校課と調整済み 

 富山県住民基本台帳法施行条例の改正についてワンチームと

やま推進室と調整済み 
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（別紙）今回追加する独自利用事務 

事務（根拠規定） 準ずる法定事務 

( ）内は主務省令第２条

の表の項 

所管 内容 

県立学校学習者用端末

貸与事務（県要綱） 

[高等学校等就学支援金事

務] 

（151） 

教企 経済的な理由により生徒に対する学

習者用端末の購入が困難な者を対象

に端末を貸与するもの 

県立学校学習者用端末

購入等支援事業費補助

金交付事務（県要綱） 

[高等学校等就学支援金事

務] 

（151） 

教企 経済的な理由により生徒に対する学

習者用端末の購入が困難な者を対象

に補助金を交付するもの 

 

（参考）富山県の独自利用事務（現行） 

事務（根拠規定） 準ずる法定事務 

( ）内は主務省令第２条

の表の項 

所管 内容 準法定事務への

移行（移行対象

事務は条例から

削除予定） 

外国人生活保護事務 

（厚労省局長通知） 

[生活保護事務] 

生活に困窮する者に対す

る保護の実施(42） 

厚企 厚労省の局長通知

に基づき、法定事

務と同様に実施す

るもの 

移行 

特別支援学校就学奨励

補助金交付事務（国要

綱） 

[特別支援学校就学奨励費

負担金事務] 

特別支援学校通学者に対

して授業料等就学に要す

る経費の一部を負担金と

して支給するもの(59） 

県高 国の要綱に基づき

、負担金事務（法

定事務）の不足部

分を補助金として

支給するもの（一

体で処理） 

 

私立高等学校授業料等

減免事務 

（県要綱） 

[高等学校等就学支援金事

務] 

高等学校等の授業料に充

てるため支援金として支

給するもの（親権者の所

得に応じて支給）(151） 

学振 経済的な理由によ

り修学が困難な者

を対象に授業料を

減免 

 

県立高等学校授業料等

減免事務 

（条例） 

県高 就学支援金が所得

制限以外の理由で

支給されない者を

対象に授業料を減

免 

 

私立高等学校等奨学給

付金支給事務 

（県要綱(国要綱）） 

学振 非課税世帯及び生

活保護受給世帯を

対象に奨学給付金

を支給（高等学校

等就学支援金等と

併給） 

移行 

国公立高等学校等奨学

給付金支給事務※１ 

（県要綱(国要綱）） 

[日本学生支援機構法によ

る学資の貸与に関する事

務] (141） 

県高  

私立高等学校学び直し

支援金支給事務 

（県要綱(国要綱）） 

[高等学校等就学支援金事

務] 

高等学校等の授業料に充

てるため支援金として支

給するもの（親権者の所

得に応じて支給） 

(151） 

学振 過去に高等学校を

中退した者を対象

に支援金を支給 

移行 

県立高等学校学び直し

支援金支給事務 

（県要綱(国要綱）） 

県高 移行 
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奨学資金貸与事務 

（条例） 

[日本学生支援機構法によ

る学資の貸与に関する事

務] (141） 

県高 経済的理由により

修学困難な者を対

象に奨学資金を貸

与 

 

不妊治療費用の助成事

務 

（県要綱(国要綱）） 

[難病の患者に対する医療

等に関する法律による特

定医療費の支給に関する

事務] (158） 

健康 特定不妊治療（体

外受精及び顕微授

精）を受けた夫婦

に対し治療費を助

成 

 

肝炎患者等のうち知事

が認めた者に対する肝

炎の治療に係る医療費

の助成に関する事務 

（県要綱(国要綱）） 

[難病の患者に対する医療

等に関する法律による特

定医療費の支給に関する

事務] (158） 

健康 肝炎患者等へ医療

費及び定期検査費

用を助成 

移行 

肝炎患者等のうち知事

が認めた者に対する定

期検査に係る費用の助

成に関する事務 

（県要綱(国要綱）） 

移行 

県立高等学校専攻科修

学支援金支給事務 

（県要綱(国要綱）） 

[高等学校等就学支援金事

務] 

高等学校等の授業料に充

てるため支援金として支

給するもの（親権者の所

得に応じて支給） 

(151） 

県高 経済的な理由によ

り修学が困難な者

を対象に授業料相

当額又はその半額

を支給 

移行 
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議案第88号 

   富山県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に 

   関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する 

   条例一部改正の件 

 富山県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を次のように

改正する。 

  令和７年６月10日 提  出 

富山県知事 新  田   八  朗  

   富山県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に 

   関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する 

   条例の一部を改正する条例 

 富山県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成27年富山県条

例第62号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「から第３号まで」を削り、「もの」の次に「並びに行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第９条第１項に規定する準 

法定事務及び準法定事務処理者を定める命令（令和６年 
デジタル庁 
総 務 省 令第８号）の表 

第７項及び第８項の下欄に掲げる事務」を加える。 

 別表第１第１項中第２号から第４号までを削り、第５号を第２号とし、第６号及

び第７号を削り、同表第２項中第５号及び第６号を削り、第４号を第６号とし、第

１号から第３号までを２号ずつ繰り下げ、同項に第１号及び第２号として次の２号

を加える。 

  ⑴ 県立の高等学校の生徒に対する学習者用端末の貸与に関する事務（以下

「県立学校学習者用端末貸与事務」という。）であって規則で定めるもの 

  ⑵ 県立の高等学校の生徒に対する学習者用端末の購入に係る補助金の交付に 

関する事務（以下「県立学校学習者用端末購入等支援事業費補助金交付事務」 

という。）であって規則で定めるもの 

 別表第２第１項の表を次のように改める。 
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事務 特定個人情報 

私立学校授業料等減

免事務であって規則

で定めるもの 

就学支援金法による就学支援金の支給に関する情報（以

下「就学支援金関係情報」という。）であって規則で定

めるもの 

特定個人番号利用事

務（生活保護法（昭 

和25年法律第 144号） 

による保護の実施又

は就労自立給付金の

支給に関する情報

（以下「生活保護関

係情報」という。） 

の提供を受ける事務

に限る。）であって

規則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する生活保護法の規定に準じ

て行う保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情

報（以下「外国人生活保護関係情報」という。）であっ

て規則で定めるもの 

 別表第２第２項の表を次のように改める。 

事務 特定個人情報 

県立学校学習者用端

末貸与事務であって

規則で定めるもの 

就学支援金関係情報であって規則で定めるもの 

県立学校学習者用端

末購入等支援事業費

補助金交付事務であ

って規則で定めるも

の 

就学支援金関係情報であって規則で定めるもの 

県立学校授業料等減

免事務であって規則

で定めるもの 

就学支援金関係情報であって規則で定めるもの 
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特別支援学校就学補

助金交付事務であっ

て規則で定めるもの 

特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援

学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であ

って規則で定めるもの 

国公立学校奨学給付

金支給事務であって

規則で定めるもの 

就学支援金関係情報であって規則で定めるもの 

 別表第３を次のように改める。 

別表第３（第４条関係） 

情報照

会機関 
事務 

情報提

供機関 
特定個人情報 

教育委

員会 

１ 県立学校学習者用

端末貸与事務であっ

て規則で定めるもの 

知事 外国人生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 

 ２ 県立学校学習者用

端末購入等支援事業

費補助金交付事務で

あって規則で定める

もの 

知事 外国人生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 

 ３ 県立学校授業料等

減免事務であって規

則で定めるもの 

知事 生活保護関係情報、就学支援金関係情報又

は外国人生活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

 ４ 奨学資金貸与事務

であって規則で定め

るもの 

知事 身体障害者福祉法（昭和24年法律第 283号）

による身体障害者手帳、精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第  

123号）による精神障害者保健福祉手帳若

しくは知的障害者福祉法（昭和35年法律第

37号）にいう知的障害者に関する情報、生

活保護関係情報又は外国人生活保護関係情

報であって規則で定めるもの 
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 ５ 国公立学校奨学給

付金支給事務であっ

て規則で定めるもの 

知事 生活保護関係情報、就学支援金関係情報又

は外国人生活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （富山県住民基本台帳法施行条例の一部改正） 

２ 富山県住民基本台帳法施行条例（平成14年富山県条例第38号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表第１第８項中「別表第１第１項第５号から第７号まで」を「別表第１第１

項第２号」に改める。 
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富山県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改

正する条例案新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条 略 第１条 略  

 （個人番号等の利用範囲）  （個人番号等の利用範囲）  

第２条 法第９条第２項の条例で定める事務は、知事又は教育委

員会が行う、別表第１に掲げる事務及び法第19条第８号に規定

する特定個人番号利用事務（以下「特定個人番号利用事務」と

いう。）とする。 

２ 知事又は教育委員会は、別表第２の左欄に掲げる事務を処理

するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報で

あって自らが保有するものを利用することができる。ただし、

法第２条第15項に規定する情報提供ネットワークシステム（以

下「情報提供ネットワークシステム」という。）を使用して他

の同条第13項に規定する個人番号利用事務実施者（以下「個人

番号利用事務実施者」という。）から当該特定個人情報の提供

を受けることができる場合は、この限りでない。 

３ 略 

第２条 同左 

 

 

 

２ 同左 

 

 

 

 

 

 

 

３ 略 

 

 （法第９条第４項に定める個人番号関係事務実施者）  （法第９条第４項に定める個人番号関係事務実施者）  

第３条 県内に私立の高等学校を設置する学校法人は、別表第１

第１項第１号から第３号までに掲げる事務の処理に関して必要

とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の

個人番号を利用した事務であって規則で定めるもの     

                            

第３条 県内に私立の高等学校を設置する学校法人は、別表第１

第１項第１号       に掲げる事務の処理に関して必要

とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の

個人番号を利用した事務であって規則で定めるもの並びに行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

 

県独自利用事務

として条例に規

定していた事務

に係る規定を削
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                 を行うことができる。 

る法律第９条第１項に規定する準法定事務及び準法定事務処理

者を定める命令（令和６年デジタル庁・総務省令第８号）の表

第７項及び第８項の下欄に掲げる事務を行うことができる。 

ることに伴う規

定整備 

 

 （特定個人情報の提供）  （特定個人情報の提供）  

第４条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供する

ことができる場合は、別表第３の第１欄に掲げる者が、同表の第

３欄に掲げる者に対し、同表の第２欄に掲げる事務を処理するた

めに必要な同表の第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた

場合において、同表の第３欄に掲げる者が当該特定個人情報を提

供するときとする。ただし、同表の第１欄に掲げる者が、情報提

供ネットワークシステムを使用して同表の第３欄に掲げる者以

外の個人情報利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受

けることができる場合は、この限りでない。 

第４条 同左  

第５条、第６条 略 第５条、第６条 略  

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）  

 １ 知事  １ 知事  

  ⑴ 略   ⑴ 略  

  ⑵ 私立の高等学校の生徒の保護者等に対する授業料以外の

教育費の負担軽減に係る給付金の支給に関する事務（以下

「私立学校奨学給付金支給事務」という。）であって規則

で定めるもの 

  （削る。） 県独自利用事務

として条例に規

定していた事務

に係る規定を削 

  ⑶ 私立の高等学校に係る就学支援金法第２条に規定する高

等学校等を退学し、再び同条に規定する高等学校等に入学

した者に対する就学支援金法第３条第１項に規定する就学

  （削る。） るもの 
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支援金に相当する額の支援金（以下「学び直し支援金」と

いう。）の支給に関する事務（以下「私立学校学び直し支

援金支給事務」という。）であって規則で定めるもの 

  ⑷ 生活に困窮する外国人に対する生活保護法（昭和25年法律

第144号）の規定に準じて行う保護の決定及び実施、就労自

立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収

に関する事務（以下「外国人生活保護事務」という。）であ

って規則で定めるもの 

  （削る。） 県独自利用事務

として条例に規

定していた事務

に係る規定を削

るもの 

  ⑸ 略   ⑵ 略 号ずれの規定整

備 

  ⑹ 肝炎患者等（肝炎対策基本法（平成21年法律第97号）第

２条第３号に規定する肝炎患者等をいう。以下同じ。）の

うち知事が認めるものに対する肝炎の治療に要する医療費

（肝炎患者等が医療保険各法（高齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和57年法律第80号）第７条第１項に規定する医

療保険各法をいう。以下同じ。）又は高齢者の医療の確保

に関する法律の規定による医療に関する給付を受けた場合

に肝炎患者等が負担する費用をいう。）の助成に関する事

務であって規則で定めるもの 

  （削る。） 県独自利用事務

として条例に規

定していた事務

に係る規定を削

るもの 

  ⑺ 肝炎患者等のうち知事が認めるものに対する定期検査費

用（肝炎患者等が肝炎に係る検査を受診し、医療保険各法

又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に

関する給付を受けた場合に肝炎患者等が負担した費用をい

う。）の助成に関する事務であって規則で定めるもの 

  （削る。） 同上 

 ２ 教育委員会  ２ 教育委員会  
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  （新設）   ⑴ 県立の高等学校の生徒に対する学習者用端末の貸与に関

する事務（以下「県立学校学習者用端末貸与事務」という。）

であって規則で定めるもの 

独自利用事務の

追加 

  （新設）   ⑵ 県立の高等学校の生徒に対する学習者用端末の購入に係

る補助金の交付に関する事務（以下「県立学校学習者用端

末購入等支援事業費補助金交付事務」という。）であって

規則で定めるもの 

同上 

  ⑴ 富山県立高等学校の授業料等に関する条例（昭和22年富

山県条例第28号）第５条の規定による授業料等の減免に関

する事務（以下「県立学校授業料等減免事務」という。）

であって規則で定めるもの 

  ⑶ 同左 号ずれの規定整

備 

  ⑵～⑷ 略   ⑷～⑹ 略 同上 

  ⑸ 県立の高等学校に係る学び直し支援金の支給に関する事

務（以下「県立学校学び直し支援金支給事務」という。）

であって規則で定めるもの 

  （削る。） 県独自利用事務

として条例に規

定していた事務 

  ⑹ 県立の高等学校の専攻科の生徒に対する授業料に係る支

援金の支給に関する事務（以下「県立学校専攻科修学支援

金支給事務」という。）であって規則で定めるもの 

  （削る。） に係る規定を削

るもの 

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係）  

 １ 知事  １ 知事  

事務 特定個人情報 

私立学校授業料

等減免事務であ

って規則で定め

就学支援金法による就学支援金の支給に関する

情報（以下「就学支援金関係情報」という。）

であって規則で定めるもの 

事務 特定個人情報 

同左 

 

 

同左 
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るもの 

私立学校奨学給

付金支給事務で

あって規則で定

めるもの 

生活保護法による保護の実施若しくは就労自立

給付金の支給に関する情報（以下「生活保護関

係情報」という。）、就学支援金関係情報又は

生活に困窮する外国人に対する同法の規定に準

じて行う保護の実施若しくは就労自立給付金の

支給に関する情報（以下「外国人生活保護関係

情報」という。）であって規則で定めるもの 

私立学校学び直

し支援金支給事

務であって規則

で定めるもの 

生活保護関係情報、就学支援金関係情報又は外

国人生活保護関係情報であって規則で定めるも

の 

外国人生活保護

事務であって規

則で定めるもの 

災害救助法（昭和22年法律第118号）による救助若

しくは扶助金の支給に関する情報、児童福祉法

（昭和22年法律第164号）による小児慢性特定疾

病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費

の支給に関する情報、児童扶養手当法（昭和36年

法律第238号）による児童扶養手当の支給に関す

る情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39

年法律第129号）による資金の貸付け若しくは給

付金に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に

関する法律（昭和39年法律第134号）による特別児

童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者

手当の支給に関する情報、国民年金法等の一部を

改正する法律（昭和60年法律第34号）附則第97条

 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

（削る。） 

 

 

 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県独自利用事務

として条例に規

定していた事務

に係る規定を削

るもの 

 

 

同上 

 

 

 

同上 
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第1項の福祉手当の支給に関する情報、中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に

関する法律（平成６年法律第30号）による永住帰

国旅費、自立支度金、一時金、一時帰国旅費若し

くは中国残留邦人等支援給付等の支給に関する

情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成17年法律第123号）によ

る自立支援給付の支給に関する情報又は難病の

患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律

第50号）による特定医療費の支給に関する情報で

あって規則で定めるもの 

特定個人番号利

用事務（生活保護

関係情報   

       

       

       

       

       

       

   の提供を

受ける事務に限

る。）であって規

則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報          

                     

                     

           であって規則で定める

もの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定個人番号利

用事務（生活保護

法（昭和25年法律

第144号）による

保護の実施又は

就労自立給付金

の支給に関する

情報（以下「生活

保護関係情報」と

いう。）の提供を

受ける事務に限

る。）であって規

則で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する生活保護法の規

定に準じて行う保護の実施又は就労自立給付金

の支給に関する情報（以下「外国人生活保護関

係情報」という。）であって規則で定めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規定整備 
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 ２ 教育委員会  ２ 教育委員会  

事務 特定個人情報 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

県立学校授業料

等減免事務であ

って規則で定め

るもの 

就学支援金関係情報であって規則で定めるもの 

特別支援学校就

学補助金交付事

務であって規則

で定めるもの 

特別支援学校への就学奨励に関する法律による

特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁

に関する情報（以下「特別支援学校就学奨励費

関係情報」という。）であって規則で定めるも

の 

国公立学校奨学

給付金支給事務

であって規則で

定めるもの 

就学支援金関係情報であって規則で定めるもの 

事務 特定個人情報 

県立学校学習者

用端末貸与事務

であって規則で

定めるもの 

就学支援金関係情報であって規則で定めるもの 

県立学校学習者

用端末購入等支

援事業費補助金

交付事務であっ

て規則で定める

もの 

就学支援金関係情報であって規則で定めるもの 

同左 

 

 

 

同左 

特別支援学校就

学補助金交付事

務であって規則

で定めるもの 

特別支援学校への就学奨励に関する法律による

特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁

に関する情報               

          であって規則で定めるも

の 

同左 

 

 

 

同左 

 

同一機関内で保

有する特定個人

情報の利用を可

能とするもの 

同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規定整備 
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県立学校学び直

し支援金支給事

務であって規則

で定めるもの 

就学支援金関係情報であって規則で定めるもの 

県立学校専攻科

修学支援金支給

事務であって規

則で定めるもの 

就学支援金関係情報であって規則で定めるもの 

 

（削る。） 

 

 

 

（削る。） 

 

 

 
 

県独自利用事務

として条例に規

定していた事務

に係る規定を削

るもの 

別表第３（第４条関係） 別表第３（第４条関係）  

情報

照会

機関 

事務 情報提

供機関 

特定個人情報 

知事 １ 私立学校奨学

給付金支給事務

であって規則で

定めるもの 

教育委

員会 

就学支援金関係情報であって規

則で定めるもの 

２ 私立学校学び

直し支援金支給

事務であって規

則で定めるもの 

教育委

員会 

就学支援金関係情報であって規

則で定めるもの 

３ 外国人生活保

護事務であって

規則で定めるも

の 

教育委

員会 

特別支援学校就学奨励費関係情

報又は学校保健安全法（昭和33

年法律第56号）による医療に要

する費用についての援助に関す

る情報であって規則で定めるも

情報

照会

機関 

事務 情報提

供機関 

特定個人情報 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県独自利用事務

として条例に規

定していた事務

に係る規定を削

るもの 
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の 

教育

委員

会 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

１ 県立学校授業

料等減免事務で

あって規則で定

めるもの 

知事 生活保護関係情報、就学支援金

関係情報又は外国人生活保護関

係情報であって規則で定めるも

の 

２ 奨学資金貸与

事務であって規

則で定めるもの 

知事 身体障害者福祉法（昭和24年法

律第283号）による身体障害者手

帳、精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律（昭和25年法律

第123号）による精神障害者保健

福祉手帳若しくは知的障害者福

祉法（昭和35年法律第37号）にい

う知的障害者に関する情報、生

活保護関係情報又は外国人生活

保護関係情報であって規則で定

 

教育

委員

会 

１ 県立学校学習

者用端末貸与事

務であって規則

で定めるもの 

知事 外国人生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

２ 県立学校学習

者用端末購入等

支援事業費補助

金交付事務であ

って規則で定め

るもの 

知事 外国人生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

３ 同左 

 

 

 

同左 同左 

４ 同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 同左 

 

他機関間連携を

行う事務及び連

携する特定個人

情報の追加 

他機関間連携を

行う事務及び連

携する特定個人

情報の追加 

 

 

項ずれの規定整

備 

 

 

同上 
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めるもの 

３ 略 知事 生活保護関係情報、就学支援金

関係情報又は外国人生活保護関

係情報であって規則で定めるも

の 

４ 県立学校学び

直し支援金支給

事務であって規

則で定めるもの 

知事 就学支援金関係情報であって規

則で定めるもの 

５ 県立学校専攻

科修学支援金支

給事務であって

規則で定めるも

の 

知事 就学支援金関係情報であって規

則で定めるもの 

 

 

５ 同左 

 

 

 

同左 同左 

（削る。） 

 

 

 

（削る。） 

 

 

 

 
 

 

項ずれの規定整

備 

 

 

県独自利用事務

として条例に規

定していた事務

に係る規定を削

るもの 

 

  

-24-



 

 

富山県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例案新旧対照表（附則第２項関係） 
現行 改正案 備考 

第１条 略 

 

第１条 略 

 
 

 （本人確認情報及び附票本人確認情報の利用に係る事務） 

第２条 法第30条の15第１項第２号及び法第30条の44の６第１項第

２号に規定する条例で定める事務は、別表第１に掲げる事務とす

る。 

 

 （本人確認情報及び附票本人確認情報の利用に係る事務） 

第２条 同左 

 

第３条～第11条 略 第３条～第11条 略  

   

別表第１（第２条関係） 

 １～７ 略 

 ８ 富山県行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成27年富山県条例第62号）別表第

１第１項第５号から第７号までに掲げる事務 

 

別表第１（第２条関係） 

 １～７ 略 

 ８ 富山県行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成27年富山県条例第62号）別表第

１第１項第２号       に掲げる事務 

 

 

 

 

 

番号利用条例に

規定する本人確

認情報を利用す

る事務の一部を

削ることに伴う 

別表第２ 略 別表第２ 略 号ずれの規定整 

  備 
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富山県公立学校情報機器整備基金条例の一部を改正する条例案要綱 

教育委員会教育企画課 

項目 説明 

１ 改正の趣旨、

必要性等 

 

 

 

 

 

 

 

２ 条例案の内

容 

 

 

 

 

 

３ 他の条例等

との関連 

 

 

 

４ 審議、調整、

予算化等の状

況 

 

 国の公立学校情報機器整備事業費補助金を活用して情報機器

を整備するため、令和６年２月に小学校、中学校、義務教育学校

及び特別支援学校（小学部及び中学部に限る。）を対象校とした

富山県公立学校情報機器整備基金条例（令和６年富山県条例第２

号）を制定した。 
 今般、高等学校及び特別支援学校（高等部）に在籍する障害の

ある生徒が使用する端末の附属機器である入出力支援装置を整

備できるよう所要の改正を行うもの 
 

１ 改正の内容 

  基金による情報機器の整備の対象とする学校の範囲に高等

学校及び特別支援学校の高等部を追加するもの（第１条関

係） 

２ 施行期日 

  公布の日 

 

１ 改正が必要な条例等及びその対応 

  特になし 

２ その他関連について考察すべき条例等 

  特になし 

 

 国の補助制度を活用し、特別支援学校の高等部の生徒が利用

する端末の附属機器である入出力支援装置を整備する。 
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議案第90号 

   富山県公立学校情報機器整備基金条例一部改正の件 

 富山県公立学校情報機器整備基金条例の一部を次のように改正する。 

  令和７年６月10日 提  出 

富山県知事 新  田   八  朗  

   富山県公立学校情報機器整備基金条例の一部を改正する条例 

 富山県公立学校情報機器整備基金条例（令和６年富山県条例第２号）の一部を次

のように改正する。 

 第１条中「義務教育学校」の次に「、高等学校」を加え、「（小学部及び中学部

に限る。）」を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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富山県公立学校情報機器整備基金条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

現行 改正案 備考 

   

 （設置）  （設置）  

第１条 富山県の公立の小学校、中学校、義務

教育学校     及び特別支援学校（小学

部及び中学部に限る。）における情報機器の

整備を実施し、又は支援するため、富山県公

立学校情報機器整備基金（以下「基金」とい

う。）を設置する。 

第１条 富山県の公立の小学校、中学校、義務

教育学校、高等学校及び特別支援学校   

           における情報機器の

整備を実施し、又は支援するため、富山県公

立学校情報機器整備基金（以下「基金」とい

う。）を設置する。 

 

基金による情報機器の整備等の対象

とする学校の範囲を高等学校及び特

別支援学校の高等部まで拡大するも

の 

   

第２条～第７条 略 第２条～第７条 略  
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富山県立高等学校の授業料等に関する条例の一部を改正する条例案要綱 

教育委員会教育みらい室県立高校課 

項目 説明 

１ 改正の趣旨、

必要性等 

 

 

 

 

２ 条例案の内

容 

 

 

 

 

 

 

 

３ 他の条例等

との関連 

 

 

４ 審議、調整、

予算化等の状

況 

 

 令和７年度に実施される国の高校無償化に係る新制度が高等

学校等就学支援金７月申請の判定結果を用いて認定されること

に伴い、申請期間中の７月 10 日が徴収期限である４月分から６

月分までの授業料の徴収期限等について、所要の改正を行うもの 

 

 

第１ 改正の内容 

   全日制及び定時制の授業料について、令和７年度４月から

６月分までの徴収期限を令和７年10月10日までとする特例

を追加するもの（附則新第５項関係） 

 

第２ 施行期日 

   公布の日 

 

 

 なし 

 

 

 

 国の高校無償化に係る新制度を実施するため、令和７年６月補

正に関連予算を計上 
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議案第96号 

   富山県立高等学校の授業料等に関する条例一部改正の件 

 富山県立高等学校の授業料等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  令和７年６月10日 提  出 

富山県知事 新  田   八  朗  

   富山県立高等学校の授業料等に関する条例の一部を改正する条例 

 富山県立高等学校の授業料等に関する条例（昭和22年富山県条例第28号）の一部

を次のように改正する。 

 附則に次の１項を加える。 

  令和７年度４月、５月及び６月分の授業料（専攻科に係るものを除く。）を徴

収する場合における第４条第１項第１号の規定の適用については、同号中「７月

10日」とあるのは、「10月10日」とする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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富山県立高等学校の授業料等に関する条例の一部を改正する条例案 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条、第２条 略 第１条、第２条 略  

   

 （授業料等の額）  （授業料等の額）  

第３条 授業料、受講料、舎費、入学考査手数料、入学料、科目履

修申請手数料及び科目履修料（以下「授業料等」という。）の額

は、次の表のとおりとする。 

表 略 

第３条 同左 

 

 

表 略 

 

   

 （授業料等の徴収期限等）  （授業料等の徴収期限等）  

第４条 次の各号に掲げる月分の授業料及び舎費は、当該各号に定

める期限までに、３箇月分ずつ、併せて徴収する。ただし、休学、

転学、退学又は卒業をする者に係る授業料及び舎費は、当該休学、

転学、退学又は卒業の日までにこれを徴収する。 

 ⑴ ４月、５月及び６月 ７月10日 

 ⑵ ７月、８月及び９月 10月10日 

 ⑶ 10月、11月及び12月 12月10日 

 ⑷ １月、２月及び３月 ２月10日 

２ 前項各号に規定する期限が日曜日若しくは土曜日又は国民の

祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日に当

たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。 

３～５ 略 

第４条 同左 

 

 

 

 ⑴ 同左 

 ⑵ 同左 

 ⑶ 同左 

 ⑷ 同左 

２ 同左 

 

 

３～５ 略 
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第５条～第８条 略 第５条～第８条 略  

   

   附 則    附 則  

 この条例は、昭和22年４月１日から、これを適用する。  同左  

 昭和22年度第１期分舎費は、前項の規定にかかわらず、なお従前

の例による。 

 同左  

 昭和22年度第１期及び第２期分授業料及び舎費の納期は、本年度

に限り、第３条の規定にかかわらず、10月31日までとする。 

 同左  

 県立学校舎費徴収規程は、昭和21年度に限り、これを廃止する。  同左  

（新設）  令和７年度４月、５月及び６月分の授業料（専攻科に係るものを

除く。）を徴収する場合における第４条第１項第１号の規定の適用

については、同号中「７月10日」とあるのは、「10月10日」とする。 

全日制及び定時

制の授業料につ

いて、令和７年

度４月から６月

分までの徴収期

限を令和７年10

月10日までとす

る特例を追加す

るもの 
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1 
 

動産取得に関する件 

令和７年６月９日  

    教 育 委 員 会 

 

１ 概 要   令和 7年当初予算に計上した県立学校無線 LANアクセス

ポイントの動産取得に係る議案を提案するもの 

 

２ 取得する物件  県立学校無線 LAN アクセスポイント 

     一式（1,580 台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 落 札 金 額  275,000,000 円 

（予定価格が 7,000 万円を超えるため議決が必要） 

 

４ 契約の相手方  株式会社ホクタテ 

品名 型番 数量 

無線 LAN アクセスポイント MR44-HW 1,580 台 

アクセスポイント運用期間ライセンス LIC-ENT-5YR 1,360 式 

アクセスポイント構築期間ライセンス LIC-ENT-7YR 220 式 

PoE スイッチ MS225-24P-HW 65 台 

スイッチ用電源コード MA-PWR-CORD-JP 65 個 

スイッチ運用期間ライセンス LIC-MS225-24P-5YR 65 式 

PoE 電源 MA-INJ-4 100 台 

PoE 電源用コード MA-PWR-CORD-JP 100 個 

-33-



臨時代理について（報告） 

 

下記のとおり臨時代理したので、教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和34

年富山県教育委員会規則第６号）第４条第２項の規定により報告します。 

 

 

令和７年６月30日 提  出 

 

 富山県教育委員会 

教 育 長  廣 島 伸 一  

 

記 

 

 

   令和７年６月富山県議会定例会に付議する事案に対する意見に関する件 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第29条の規定

により知事から意見聴取のあった令和７年６月富山県議会定例会に付議する事案に

ついては、同意するものとする。 
 
以上、教育長に対する事務委任等に関する規則第３条の規定により臨時代理する。 
 

令和７年６月 12日 

 
                      富山県教育委員会 

                       教 育 長    廣 島 伸 一 
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１　一　般　会　計

単位：千円

既定予算額 補正予算額 計 構 成 比

事業費 5,949,444 0 5,949,444

教 育 総 務 費 給与費 1,150,622 0 1,150,622 7.8%

計 7,100,066 0 7,100,066

事業費 225,297 0 225,297

小 学 校 費 給与費 29,583,744 0 29,583,744 32.6%

計 29,809,041 0 29,809,041

事業費 193,292 0 193,292

中 学 校 費 給与費 17,272,257 0 17,272,257 19.1%

計 17,465,549 0 17,465,549

事業費 6,851,713 225 6,851,938

高 等 学 校 費 給与費 17,842,113 0 17,842,113 27.0%

計 24,693,826 225 24,694,051

事業費 2,015,709 105 2,015,814

給与費 8,589,363 0 8,589,363 11.6%

計 10,605,072 105 10,605,177

事業費 662,748 0 662,748

社 会 教 育 費 給与費 567,218 0 567,218 1.3%

計 1,229,966 0 1,229,966

事業費 451,727 780 452,507

保 健 体 育 費 給与費 140,595 0 140,595 0.6%

計 592,322 780 593,102

事業費 16,349,930 1,110 16,351,040

合 計 給与費 75,145,912 0 75,145,912 100.0%

計 91,495,842 1,110 91,496,952

0.2%

0.0%

0.0%

令和７年度６月補正予算（追加提案）（案）総括表

教育委員会

区　　　分
既定予算に対する伸び率

（事業費ベース）

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

特 別 支 援
学 校 費 0.0%
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１　一般会計
（単位：千円）

教育
企画課

330 補 330

保健体
育課

780 補 780

1,110 1,110

一般財源

事業費計

学校給食等管理指導費

令和７年度６月補正予算（追加提案）（案）　一覧表

室課名 事　　業　　名
提　案
見込額

財源内訳

学校運営費（全日制）
学校運営費（特別支援）

　物価高騰による学校給食及び寄宿
舎食への影響に鑑み、保護者の負担
を抑えつつ、その質を維持するため

の支援

備              考
国支出金 その他
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どなたでも

参加できます！
さ ん か

どなたでも

参加できます！
さ ん か“夜間中学”って

　 　 　     なんだろう？

や かん ち ゅ う がく

や かん ち ゅ う がく せつ めい かい こ べつ そう だん かい

富山県民小劇場O RBIS　  多目的小ホール
と やまけんみんしょう げきじょう オルビス　 　 　   た も く てきしょう

高岡市生涯学習センタ ー  研修室5 03
たかおか し しょう がいがく しゅう 　 　 　 　 　 　 　 　  けんしゅうし つ

マリ エと やま ７ 階
かい

ウイング・ ウイング高岡 ５ 階
たか おか かい

令和７ 年

6 /2 8（ 土）1 3：3 0～1 5：3 0

れい わ ねん

ど

令和７ 年

6 /2 9（ 日）1 3：3 0～1 5：3 0

れい わ ねん

にち

Eng lish Ta g a lo g

 汉语 Po rtug uês

Ti・ ng  Vi・ t

し ゅさ い と やまけんきょう いく い いんかい

主催　 富山県教育委員会

●基調講演

●パネルディ スカッ ショ ン

●1 5：3 0 から 個別相談会も 行います。

富山県夜間中学説明会
ちゅ うかんやけんやまと がく せつ めい かい

夜間中学説明会＆個別相談会
「 富山県立夜間中学」が開校予定です。

夜間中学に興味のある方、学びたい方、ぜひご参加く ださ い。

と

や

やま

かん

けん

ちゅう

り つ

がく

や かん

きょう

ちゅう

み

がく かい こ う

かた

よ

まな

てい

かた さ ん か

週５ 日間、 １ 日４ 時間の授業があり ます。

昼間の中学と 同じ ９ 教科を学べます。

教員免許を持つ先生が教えます。

授業料はかかり ません。 教科書は無償です。

全ての課程を修了すると 中学校卒業と なり

ます。

しゅう いつか かん

ひる ま

にち じ かん じゅぎょう

ちゅう がく おな きょう か まな

きょう いんめんきょ も せんせい おし

じゅぎょうりょう きょう か し ょ むしょう

すべ か てい しゅう りょう ちゅう がっこう そつぎょう

様々な理由で義務教育を修了できなかっ た方

病気や不登校などで十分に学ぶこ と ができ な

かっ た方

本国や日本で義務教育を修了し ていない外国

籍の方などの「 今から でも 学びたい」と いう 気

持ちに応える学校です。

さ まざま

びょう き

ほんごく にっ ぽん

り ゆう

ふ と う こ う

ぎ む

いま

きょう いく

ぎ む

かた

きょう いく

しゅう りょう

じゅう ぶん

まな

しゅう りょう

まな

がいこ く

き

かた

せき

も

かた

こ た がっ こ う

き ちょ う こ う えん

こ べつそう だんかい

文部科学省 教育制度改革室長

草野　 純一 氏

も ん ぶ か がく しょう きょう いく せい ど かいかく し つちょう

しいちじゅんのく さ

（ 詳し く はチラ シ裏面参照）
しょうさ んめんう らく わ

〈  内容 〉
ないよう

夜間中学は、
や かんちゅう がく

夜間中学は、
や かんちゅう がく

おこな
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至金沢

至砺波

至富山

至伏木万葉線

JR氷見線
JR城端線

あいの風とやま鉄道

高岡
大仏

高岡
古城
公園

8

156

高
岡

駅

ウイング・
ウイング高岡

高岡中央駐車場

至
金
沢

至
新
潟

富山駅 あいの風とやま鉄道

北陸新幹線

M A RO OT

マリ エと やま７ 階
富山県民小劇場O RBIS

プ ロ グ ラ ム

ふり がな

〒

　 　 な まえ

お名前

　 　 じ ゅう しょ

ご住所

でん わ ばんごう

電話番号

メ ール
アド レス

さ ん か び

参加日

○で
かこ

囲んでく ださ い

○で
かこ

囲んでく ださ い

こ べつそう だん

個別相談 き ぼう

希望する
き ぼう

希望し ない

　 　 　 　 　 　  ど

6 /2 8（ 土）
　 　 　 　 　 　 にち

6 /2 9（ 日）

❶ 右の２ 次元コ ード よ り ▶ ▶ ▶

❷ Eメ ール：

　  m l-ya ka nchugaku@ p re f.to yam a .lg .j p

❸ 郵送： 〒9 3 0 -8 5 0 1  富山市新総曲輪１ 番７ 号

　  　 　 　 富山県教育委員会教育みら い室

　 　  　 　 夜間中学設置準備担当　 宛

❹ 電話： ０ ７ ６ －４ ４ ４ －３ ３ ７ ０

❺ Fa x ： ０ ７ ６ －４ ４ ４ －４ ４ ３ ９

高岡市生涯

学習センタ ー

たか おか

がく し ゅ う

し し ょ う がい

富山県民

小劇場O RBIS

と やま

し ょ う げき じ ょ う オルビ ス

けん みん

マリ エと やま７ 階
かい

ウイング・ ウイング高岡5 階
たかおか かい

令和７ 年 6 /2 8（ 土）1 3：3 0 ～1 5： 3 0
れい わ ねん ど

令和７ 年 6 /2 9（ 日）1 3： 3 0 ～1 5：3 0
れい わ ねん にち

高岡市末広町1 -7

1 3：00 ～1 3：3 0  受付

1 3：30 ～1 3：4 0  開会

1 3：40 ～1 4：1 0  基調講演

　『 夜間中学の現状と 文部科学省の取組について』

1 4：10 ～1 4：2 0  休憩

1 4：20 ～1 5：2 0  パネルディ スカッ ショ ン ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

1 5：20 ～1 5：3 0  閉会

1 5：30 ～ 個別相談会

う けつけ

かいかい

き ちょ う こ う えん

や かんちゅう がく げんじょう も ん ぶ か がく しょう と り く み

きゅう けい

へいかい

こ べつそう だんかい

　 当日参加も 可能ですが、 会場準備の関係があ

り ますので、 下のいずれかの方法によ り 事前に

申し 込みく ださ い。

と う じ つさ ん か か のう かいじょうじゅんび かんけい

し た ほう ほう じ ぜん

も う

みぎ じ げん

ゆう そう

と やまけんきょう いく い いんかいきょう いく

や かんちゅう がく せっ ち じゅん び たんと う

と やま し し んそう が わ ばん ごう

し つ

あて

でん わ

こ

も う し こ みほう ほう

申込方法 申込書【 申込期限６ 月24 日（ 火）】
もうしこみしょ もうしこみ き げん がつ にち か

文部科学省 教育制度改革室長

草野　 純一 氏

も ん ぶ か がく しょう きょう いく せい ど かいかく し つちょう

しいちじゅんのく さ

富山市桜町1 -1 -6 1
と やま し さく らまち たかおか し すえひろ まち

富山大学大学院教職実践開発研究科

　 　 　 　 教授　 西島　 健史 氏

と やまだいがく だいがく いんきょうしょく じっせんかいはつけんきゅう か

きょうじゅ にし じ ま たけ し し

文部科学省 教育制度改革室

　 　 　 　 室長　 草野　 純一 氏

群馬県教育委員会義務教育課

　 　 指導主事　 桐生　 直也 氏

（ 群馬県立みら い共創中学校（ 開校２ 年目）

石川県立あすなろ中学校（ 開校１ 年目）

　 　 　 　 校長　 上田　 綾子 氏（ 高岡会場）

　 　 　 　 教頭　 香林　 一央 氏（ 富山会場）

も ん ぶ か がく しょう

し つちょう く さ の じゅんいち

し どう し ゅ じ き り ゅ う なお や

し

いし かわけんり つ ちゅう がっ こ う

こう ちょう う え だ あや こ し

きょう とう こ う り ん かず お し

ぐ ん ま けんきょう いく い いんかい ぎ む きょう いく か

ぐ ん ま けんり つ きょう そう ちゅう がっこう かいこ う ねん め

かいこ う ねん め

たかおかかいじょう

と やまかいじょう

し

きょう いく せい ど かいかく し つ

〈  パネリスト  〉

〈  コ ーディ ネータ ー 〉

実際の学校の

様子がわかります。よ う す

じ っ さ い がっ こ う
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１　概要

(１) 日程

  ・募集期間      令和７年４月21日(月)～６月２日(月) 23時59分

  ･１次検査  ７月12日(土) ７月13日(日)

  ･２次検査  ８月23日(土) ８月24日(日)

(２) 採用予定者数　320名程度（a） 名簿登載Ｂ20名程度及び特別選考「障害者」若干名を含む

0

２　志願者数
(１) 志願者総数　910人 （大学３年次の志願者を除くと678人（b)）

(２) 志願倍率＝　2.1倍（b/a）　

(３) 種目別志願者数

R７ R８ R７ R８ R７ R８ R７ R８ R７ R８ R７ R８ R７

323(196) 322(192) 361(291) 389(295) 29(21) 27(22) 13(13) 10(10) 45(41) 53(50) 16(15) 10(10) 787(577)

社会人
経験Ａ

4 4 10 15 0 0 1 0 2 0 1 0 18 19

社会人
経験Ｂ

0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2

教職経験 12 11 10 12 4 6 0 0 2 3 0 0 28 32

特定資格 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3

国際貢献 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

スポーツ
実績

- - 8 9 - - - - - - - - 8 9

障害者 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1

大学推薦 20 17 8 10 6 6 0 0 0 0 0 0 34 33

360(233) 354(224) 408(338) 440(346) 39(31) 40(35) 15(15) 10(10) 49(45) 56(53) 17(16) 10(10) 888(678)

△6(△9) 32(8) 1(4) △5(△5) 7(8) △7(△6)

△1.7(△3.9) 7.8(2.4) 2.6(12.9) △33.3(△33.3) 14.3(17.8) △41.2(△37.5)

＜参考＞　

志願者数の年度別推移

H29 H30 H31 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

1,105 1,049 929 822 836 754 756 758 678

300 300 300 315 330 330 330 300 340

3.7 3.5 3.1 2.6 2.5 2.3 2.3 2.5 2.0倍率[倍] 2.1

年　　　　度 Ｒ８

志願者数[人] 678

採用予定者数[人] 320

特別支援学校Ａ 特別支援学校Ｂ

計 910(678)

前
年
比

人数[人] 22(0)

［％］ 2.5(0)

志
願
者
数

[人]

一般選考 811(579)

特
別
選
考

99

(　)は大学３年次の志願者を除いたもの

R6～R8の志願者数は大学３年次の志願者を除いた人数

採用予定者数には特別選考を含む

令和7年6月30日

令和８年度富山県公立学校教員採用選考検査　志願状況について

教　職　員　課 

養　護　教　諭 栄　養　教　諭 総　　　　　　数

年　　　　度 R８

種　　　　目 小　　学　　校
中学校

高等学校
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参 考 

今後の教育委員会等の日程について 

 

 

○  令和７年７月 29日(火）    13:30  予定 

教育委員会 （県庁本館４階 大会議室） 

 

 

 


